
 今では、ほとんどの会社さんが就業規

則、賃金規程を定めておられます。しか

しそれらをよく見ると誤記や矛盾する内

容が含まれていることがあります。 

 労働条件そのものに直接関係しない誤

記であれば影響はないのですが、労働時

間、休日、賃金に関する誤記や矛盾は、

労働条件の本質にかかわる部分でありト

ラブルになりやすく、争いになれば会社

に不利な判断がなされます。 

 今回ご紹介する甲商事事件（東京地

裁・平成２７年２月１８日判決）も、就

業規則に１日の所定労働時間を８時間と

記載すべきところ誤って７時間３０分と

記載しまったことから、３０分間の法内

残業代の支払いを命じられた事案です。 

 

１ 労働者に有利な条件が適用される 

 実務上よく問題になるのは、雇用契約

書と就業規則の内容が異なる場合です。 

 例えば、雇用契約書には所定労働時間

が８時間と記載され、就業規則には７時

間３０分と記載されている場合です。 

 このようなケースでは、就業規則の定

める基準に達しない労働条件については

無効とされ（労働契約法１２条）、就業規

則の定める基準が雇用契約の内容になり

ます。 

 上記の例では、１日８時間働く義務が

あるのと、７時間３０分働く義務がある

のとでは、後者の方が労働者にとって有

利です。そのため、就業規則の定める７

時間３０分が雇用契約の内容となります。 

 そうすると、この労働者が１日８時間

働いた場合、３０分間は所定労働時間を

オーバーして働いたことになるため所定

時間外労働となり賃金支払いの問題が生

ずるのです。 

 これに対して本件は少し事情が異なり、

同一の就業規則内に、①所定労働時間８

時間という規定と②始業時間９時、終業

時間１７時３０分、休憩１時間（そのた

め労働時間は７時間３０分）という規定

が混在しており、就業規則内で矛盾が生

じていました。 

 一方、実際の労働者の勤務状況は、１

日８時間労働であることを前提で勤務し

ており、労働者の認識としても１日８時

間労働であったようでした。 

 このような状況において、就業規則を

実際の勤務実態に沿う形で、例えば②の

終業時間を１７時３０分から１８時００

分に訂正していれば何の問題もありませ

んでした。 

 しかし、会社は誤って①の所定労働時

間を７時間３０分に変更してしまったの

です。本当に誤ったのかについては疑問

がありますが、一応裁判所は誤って変更

してしまったものであると認定していま

す。 

 そのため、就業規則上は７時間３０分、

実態の運用や労働者の認識は１日８時間

という矛盾が生じました。
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２ 就業規則のミスは会社の責任 

 会社は、所定労働時間が８時間である

ことは全従業員の共通認識であり、明ら

かな就業規則の誤記は労働契約の内容に

はならないこと、かかる誤記に基づいて

３０分分の未払賃金の支払義務を負うこ

とは公平性を大きく失すると主張しまし

た。 

 しかし、裁判所は、就業規則変更後の

内容①所定労働時間７時間３０分という

規定と、②始業時間９時、終業時間１７

時３０分、休憩１時間（そのため労働時

間は７時間３０分）という規定には矛盾

がないこと、仮に８時間勤務が労使慣行

や個別の合意内容になっていると見る余

地があるとしても、就業規則の定める基

準に達しない労働条件については無効で

あり、就業規則どおり所定労働時間は７

時間３０分になると判断しました。 

 そして、公平性についても、就業規則

は、使用者が労働者の同意を必要とせず

に、一方的に定めることができるもので

ある以上、その記載を誤って変更してし

まったにしても、その責任は使用者にお

いて負うべきであると判断しました。会

社に厳しい判断ですがやむを得ないと思

います。 

 なお、この事案で当初の矛盾のある就

業規則のまま変更していなければどうな

っていたでしょうか。 

勤務実態は８時間労働で、就業規則に

８時間の記載と７時間３０分の記載があ

る状態です。その場合は、就業規則に一

応８時間の記載があり、勤務実態も８時

間であることから、７時間３０分の記載

が明らかな誤記であり、所定労働時間は

８時間と認定された可能性もあったので

はないかと考えます。 

 

３ 誤記や矛盾がないか確認が必要 

 この事件では所定労働時間が問題にな

りましたが、賃金に関する規定について

も実務上よく問題になります。例えば役

職手当の金額が雇用契約書と就業規則で

異なる場合、固定残業代制度を導入した

際に廃止したはずの皆勤手当や家族手当

が賃金規程に残ったままになっている場

合、通勤手当や家族手当もすべて基礎賃

金に含む形での残業代計算式が掲載され

ている場合です。 

これらについては誤記や変更漏れであ

っても就業規則等に記載として残ってい

る以上、労働者に有利な形で適用されて

しまいますので、念のためご確認いただ

ければと思います。 

 

４ 有給休暇取得妨害の慰謝料 

 この事件では、就業規則の記載の問題

以外にも、会社が年次有給休暇の取得日

数を６日間に限定し、取得事由を冠婚葬

祭や病気休職に限るとした通達を出して

いたことについて、労働基準法上、労働

者に権利として認められた年次有給休暇

を取得することを委縮させるものであり、

その取得を妨害したことに対する精神的

苦痛として慰謝料５０万円の支払いを命

じています。 
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